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■■■■
尾川昌也

懲戒委員会の2部会制の導入と懲戒委員の増員について

大阪弁護士会企画部企画-課■■■様

いつもお世話になっております。

本日お電話いただきました標記の件について、

懲戒委員の1名増員について、長官の了承を

得ましたので、ご報告させていただきます｡

よろしくお願いいたします。

【機密性2】
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法
曹
三
者
協
議
会
に
お
い
て
健
昨
年
一
○
月
以
来

い
わ
ゆ
る
罰
特
別
案
件
」
に
つ
い
て
の
国
選
弁
護
人
確

保
の
方
策
に
関
し
て
協
議
溌
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
今

年
に
入
っ
て
か
ら
は
、
懲
戒
を
公
正
迅
速
に
行
う
た
め

の
規
定
の
整
備
に
つ
い
て
も
集
中
的
に
討
議
が
重
ね
ら

れ
た
。
そ
の
結
果
、
本
年
三
月
三
○
日
次
の
よ
う
な

「
協
議
結
果
」
の
と
、
お
り
三
者
の
間
で
意
見
の
一
致
を

み
た
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
「
附
属
了
解
事
項
」

は
「
協
議
結
果
」
と
一
体
と
な
る
も
の
と
し
て
、
法
曹

三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
今
後
と
る
●
へ
き
措
置
の
方
向
を
示
し

て
い
る
。
・

協
議
結
果
に
つ
い
て
壷
日
弁
連
会
長
は
後
掲
の
と
お

り
の
談
話
を
発
表
し
た
。

同
法
曹
三
者
協
議
会
に
お
い
て
は
、
刑
事
裁
判
を
め
ぐ

法
曹
三
者
協
議
会
協
議
結
果

協
議
結
果

協
議
結
果
附
属
了
解
事
項
。
会
長
談
話

る
当
面
の
問
題
に
対
処
す
る
方
策
に
つ
い
て
協
議
を
重

ね
て
き
た
鑓
差
し
当
た
り
法
賢
一
署
に
お
い
て
次
の

よ
う
な
措
置
を
と
る
こ
と
に
意
見
の
一
致
を
み
た
。

厳
お
、
更
に
協
議
を
続
行
し
、
こ
れ
ら
の
措
置
の
早

急
か
つ
具
体
的
な
実
施
を
図
る
こ
と
と
ず
る
・

一
弁
護
士
会
は
、
裁
判
所
が
ら
特
別
案
件
（
通
常
の

推
薦
手
続
に
よ
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
相
当
な
事

件
）
に
つ
い
て
国
選
弁
護
人
の
推
薦
依
頼
を
受
け
た

と
き
は
や
責
任
を
も
つ
で
速
や
か
に
推
薦
す
る
．

そ
の
た
め
、
弁
護
士
会
ほ
、
特
別
案
件
の
国
選
弁

護
人
を
受
任
す
る
意
思
が
あ
る
相
当
数
の
弁
護
士
を

登
載
し
た
受
任
候
補
者
名
簿
を
作
成
す
る
．
・

二
日
本
弁
護
士
連
合
会
及
び
各
弁
護
士
会
は
、
弁
護

・
人
が
不
当
な
訴
訟
活
動
を
行
っ
た
と
き
健
当
該
弁

・
護
士
に
対
す
る
懲
戒
を
公
正
迅
速
に
行
う
も
の
と
し
、

．
そ
の
た
め
会
則
等
の
規
定
を
整
備
す
る
。

三
裁
判
所
及
び
検
察
庁
庭
右
一
及
び
二
の
日
本
弁

護
士
連
合
会
及
び
各
弁
護
士
会
の
措
置
の
円
滑
な
実

一

施
に
蚕
す
る
た
め
宛
で
き
る
限
り
協
力
す
る
。
，

四
裁
判
所
は
、
受
訴
裁
判
所
が
特
別
案
件
の
国
選
弁

護
人
に
対
し
、
相
当
額
の
報
酬
を
支
給
す
る
の
に
支

障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ
う
〈
予
算
上
の
措
置
に
つ

い
て
努
力
す
る
．

五
法
務
省
は
、
国
選
弁
護
人
が
そ
の
職
務
に
関
し
て

生
命
ｐ
身
体
等
に
危
害
を
加
え
ら
れ
た
場
合
の
補
償

１
（
裁
・
巻
受
任
候
補
者
名
簿
の
写
し
を
裁
判
所

．
及
び
験
寮
庁
に
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
℃

〈
弁
》
了
承
す
る
．
．
．
一
一
ゞ
：

一
■

２
（
弁
）
．
本
文
第
一
項
の
国
選
弗
護
人
の
推
薦
健

で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
．
か
つ
必
ず
行
う
が
、

・
場
合
に
よ
っ
て
は
一
箇
月
程
度
を
要
す
る
こ

と
も
あ
る
こ
と
を
了
承
さ
れ
た
い
。
な
ぉ

推
薦
手
続
の
進
行
状
況
に
つ
き
裁
判
所
に
連

絡
す
る
。

（
裁
）
事
案
に
よ
っ
て
は
推
薦
ま
で
に
あ
る
程
度

時
間
が
か
か
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
推
薦
が
．

著
し
く
遅
延
し
た
場
合
に
は
、
受
訴
裁
判
所

が
受
任
侯
補
者
名
簿
に
基
つ
い
て
選
任
す
る

こ
と
と
な
ろ
う
。

（
弁
）
法
律
上
は
受
訴
裁
判
所
が
推
薦
な
く
し
て

国
選
弁
護
入
の
選
任
を
な
し
得
る
こ
と
ほ
承

に
つ
い
て
、
そ
の
実
現
方
法
を
検
討
す
る
。’
－
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望
ま
し
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
問
題

侭
法
曹
三
者
の
努
力
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
一
へ
き
も

の
で
あ
る
。

日
弁
連
は
、
こ
の
よ
う
な
信
念
脛

ま
で
、
最
高
裁
・
法
務
省
と
と
も
に
、

日
弁
連
は
、
こ
の
よ
う
な
信
念
に
菱
つ
い
・
て
、
今
眉

ま
で
、
篭
高
裁
・
法
務
省
と
と
も
に
、
法
曹
三
者
に
よ

る
当
面
の
問
題
の
解
決
の
た
め
の
合
意
を
求
め
て
鋭
意

努
力
し
て
き
た
。
今
日
、
こ
里
一
署
の
良
識
と
誠
意
に

Ｅ
づ
く
島
患
旛
宕
蕊
し
た
こ
と
は
、
司
法
の
将
来
に
と

基
づ
く
協
議
が
結
実
し
た
こ
と
は
、
司
法
の
幅
弗
程

知
し
て
い
る
が
、
懸
念
さ
れ
る
よ
う
な
事
態

は
今
後
あ
り
得
な
い
．
弁
謹
士
会
は
著
し
い

遅
延
等
な
く
、
必
ず
推
薦
す
る
。
な
お
、
弁

護
士
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
と
き
は
、

国
選
弁
護
人
の
数
に
つ
い
て
裁
判
所
に
希
望

を
申
し
入
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

３
（
弁
）
裁
判
所
は
、
国
選
弁
護
人
の
推
薦
を
依
頼

す
る
に
際
し
《
弁
渡
士
会
に
事
件
の
概
要
、

従
来
の
経
緯
等
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

（
裁
）
そ
の
点
は
、
従
来
か
ら
行
っ
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
の
で
了
承
さ
れ
た
い
。

（
弁
〉
検
察
庁
は
、
弁
賤
士
会
の
求
め
に
応
じ
、

従
来
の
経
緯
等
に
つ
い
て
適
宜
説
明
し
、
今

後
の
訴
訟
進
行
等
に
つ
い
て
打
合
せ
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
た
い
。

（
法
）
了
承
す
る
。

４
（
法
・
弁
）
受
訴
裁
判
所
は
へ
検
察
庁
と
弁
謹
士

会
と
が
打
ち
合
わ
せ
た
結
果
に
つ
い
て
は
、

十
分
尊
重
さ
れ
た
い
。

（
裁
）
当
事
者
間
の
打
合
せ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、

受
訴
裁
判
所
に
お
い
て
も
十
分
配
慮
さ
れ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

５
（
弁
）
受
訴
裁
判
所
は
、
国
選
弁
護
人
選
任
後
の

最
初
の
公
判
期
日
ま
で
の
準
備
期
間
及
び
そ

の
後
の
出
廷
回
数
に
つ
い
て
、
当
該
事
案
及

び
弁
護
人
の
実
情
に
つ
い
て
配
慮
さ
れ
た
い
．

（
裁
）
受
訴
裁
判
所
は
、
良
識
を
も
っ
て
期
日
を

指
定
す
る
も
の
と
信
ず
る
。
弁
護
士
会
及
び

っ
て
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

日
弁
連
は
、
今
後
こ
の
協
議
の
中
で
日
弁
連
が
示

し
た
諸
方
策
を
早
急
に
実
現
す
る
た
め
の
手
続
を
進
め

る
所
存
で
あ
る
が
、
今
日
、
こ
の
協
議
の
成
立
に
装
っ

て
、
「
弁
護
人
抜
き
裁
判
」
特
例
法
の
必
要
性
は
、
巷
《

て
、
一
弁
護
人
誌
き
謝
半
」
鵯
ｆ
割

ロ

す
ま
す
な
く
な
っ
た
と
砿
信
す
る
。

国
会
に
お
い
て
も
、
ど
の
三
者
の
協
議
の
結
果
を
高

く
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
毒
切
望
す
る
と
と
も
に

こ
れ
ま
で
の
関
係
者
の
ご
努
力
と
ご
支
援
い
た
だ
い
た

方
女
の
温
い
ご
理
解
に
対
し
心
か
ら
感
謝
し
つ
つ
、
今

後
一
層
ｇ
」
支
援
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
る
．

１
７
０
６
Ⅱ
０
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９
Ⅱ
４
０
Ｂ
０

Ｔ

昭
和
五
十
四
年
三
月
三
十
日

日
本
弁
護
士
連
合
会

会
長
北
尻
得
五
郎

Ａ

ｒ

９

Ｐ

且

■

■

弁
護
人
に
お
い
で
も
、
審
理
の
遅
延
防
止
に

っ
・
い
て
最
大
限
協
力
さ
れ
た
い
．

６
（
裁
・
法
）
日
弁
連
は
、
本
文
第
二
項
の
懲
戒
の

公
正
迅
速
化
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
方
策
を

と
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
弁
）
日
弁
連
は
、
次
の
措
置
を
と
る
こ
と
と
し
《

早
急
に
所
要
の
手
続
を
進
め
・
る
。

側
弁
護
人
の
正
当
な
理
由
の
な
い
不
出
頭
、

退
廷
及
び
辞
任
等
不
当
な
活
動
が
弁
護
士
倫

理
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
、
そ
の
旨
の
倫
理
規
定
を
制
定
す

る
と
と
も
に
、
倫
理
規
定
違
反
が
会
則
違
反

と
な
る
ご
と
を
日
弁
連
の
会
則
上
明
確
に
す

テ
（
》
○

犬
す
る
よ
う
指
導
す
る
。

⑤
各
弁
護
士
会
侭
綱
紀
委
員
会
に
会
員
外

の
者
が
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
得
る
こ
と
と

す
る
よ
う
指
導
す
る
。

（
裁
。
法
）
各
弁
護
士
会
が
早
急
に
側
及
び
⑤
の

措
置
を
と
る
こ
と
を
強
く
期
待
す
る
。

（
弁
）
日
弁
連
と
し
て
十
分
指
導
に
努
め
る
が
、

l

l

l

』

I (2)
に
ま
で
増
員
す
る
。

倒
日
弁
連
の
緬
紀
委
員
会
に
外
部
委
員
を
加

え
る
こ
と
と
す
る
。

卿
‐
劉
翔
調
当
会
噌
懲
戒
委
員
会
に
お
け
る

…
函

員
を
弁
護
士
委
員
の
数
よ
り
一
名
少
な
い
激

日
弁
連
の
懲
戒
委
員
会
に
お
け
る
外
部
委

似
の
例
に
な
ら
っ
て
煙

’
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９
４
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Ⅱ
８

６
■
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Ⅱ
■
ｌ
Ｕ
Ｒ
Ⅱ
Ｉ
Ｂ
Ｕ
６
Ｂ
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Ｄ
Ｂ
Ｉ
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６
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９
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Ⅱ
Ｂ
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Ｈ
９
９
Ｉ
０
Ｉ
Ⅱ
ｑ
Ｊ
Ｂ
９
０
Ｄ
Ｂ
Ｄ
勺
ｂ
ｒ
ｐ
■
一
口
Ⅱ
■
Ｉ
。
■
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■
■
９

一
昨
年
の
末
に
、
い
わ
ゆ
る
「
弁
護
人
抜
き
裁
判
」

特
例
法
案
が
提
案
さ
れ
て
以
来
、
日
本
弁
謹
士
連
合
会

は
、
こ
の
よ
う
な
立
法
は
わ
が
国
裁
判
制
度
の
将
来
に

禍
摸
を
残
す
も
の
で
あ
り
、
、
国
民
の
人
権
保
障
の
観
点

か
ら
絶
対
に
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本

方
針
に
立
っ
て
、
今
日
ま
で
そ
の
阻
止
の
運
動
を
進
め

て
来
た
．

そ
の
中
で
、
日
弁
連
は
、
問
題
と
さ
れ
た
一
部
の
刑

事
裁
判
に
お
け
る
異
常
な
事
態
の
解
消
に
つ
い
て
裁
判

所
・
法
務
省
側
に
も
善
処
を
求
め
る
と
と
も
に
『
弁
護

士
会
に
お
い
て
も
、
弁
護
人
の
側
の
誤
り
に
よ
る
弁
護

人
不
在
の
法
廷
を
今
後
現
出
さ
せ
な
い
と
い
う
決
意
を

新
た
に
し
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
方
策
を
自
主
的
に
明

ら
か
に
し
た
。

「
弁
護
人
抜
き
裁
判
」
特
例
法
案
は
、
本
来
決
し
て

各
弁
護
士
会
に
お
い
て
会
則
の
変
更
等
手
続

上
若
干
の
日
時
を
要
す
る
こ
と
を
了
承
さ
れ

た
い
。

７
（
弁
）
裁
判
所
及
び
検
察
庁
は
弁
謹
士
会
か
ら
懲

戒
事
案
に
つ
い
て
涜
料
提
供
の
求
め
が
あ
っ

た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
ら
れ
た
い
。

（
裁
。
法
）
で
き
る
限
り
応
ず
る
こ
と
と
す
る
。

（
注
）
（
裁
）
は
裁
判
所
、
（
法
）
は
法
務
省
、
（
完
）
は

日
弁
連会

長
談
話

－
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